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平成28年第２回沖縄県議会（臨時会）の開会に当たり、

提出いたしました議案の御説明の前に御報告を申し上げ

ます。

米軍属を被疑者とする死体遺棄事件に関し、お亡くな

りになられた被害者の御冥福をお祈りするとともに、御

遺族に対し、心よりお悔やみを申し上げます。

今回の事件は、将来への大きな夢を抱き、社会の一員

として地道に努力している若者の尊い命を奪う、実に痛

ましいものであり、御本人や御家族の無念さを思うと、

心が痛みます。

県は、これまで数十年にわたり、米軍人・軍属等によ

る事件・事故が発生する度に、綱紀粛正、再発防止及び

教育の徹底等を米軍等に何度も繰り返し強く申し入れて

きましたが、現状は、全く変わらないと言っても過言で

はありません。

３月に那覇市内で準強姦事件が発生した際にも、この

ような事件が二度と起きないよう、在沖米軍全軍に対し、

早急に、より一層の綱紀粛正及び人権教育の徹底を含め、

再発防止について万全を期すよう強く要請してきたばか

りであります。
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それにもかかわらず、このような凶悪な事件が発生し

たことは、国土面積の約0.6パーセントに過ぎない沖縄

県に、在日米軍専用施設面積の約74パーセントに及ぶ広

大な米軍基地があるがゆえであります。

このような沖縄の現状を日米両政府は十分に認識し、

日米地位協定を見直すとともに、基地の整理縮小など、

過重な基地負担の軽減に真摯に取り組んでいただくこと

が、抜本的な解決につながるものであります。

県としては、米軍等に対し強く抗議し、今後、捜査の

進展を踏まえつつ、厳しく対処していくとともに、御遺

族の方の心情や意向にも十分配慮し、適切に対応してま

いります。

それでは、提出議案について、その概要及び提案の理

由を御説明申し上げます。

今回提出しました議案１件は、地方自治法第179条第

１項の規定により、専決処分を行ったことについて、同

条第３項の規定に基づき報告し、承認を求めるものであ

ります。
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乙第１号議案は、地方税法の一部が改正され、自動車

取得税のエコカー減税の適用対象となる自動車の範囲の

見直し等に伴い、条例の一部を改正したものであります。

以上、今回提出いたしました議案について、その概要

及び提案の理由を御説明申し上げました。

慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し

上げます。


